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検
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き
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営
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ら
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す
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す
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０
２
３
年
版
「
中
小
企
業

白
書
」
に
よ
る
と
、
国
内

民
間
設
備
投
資
額
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
後
の
２
０

２
０
年
以
降
上
昇
し
て
お
り
、
政

府
経
済
見
通
し
に
よ
れ
ば
、
２
０

２
３
年
度
に
お
い
て
は
１
０
３
・

５
兆
円
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

　

中
小
企
業
の
今
後
の
設
備
投
資

に
お
け
る
優
先
度
は
、「
維
持
更

新
」
か
ら
「
生
産
（
販
売
）
能
力

の
拡
大
」
や
「
商
製
品
・
サ
ー
ビ

ス
の
質
的
向
上
」
へ
遷
移
し
て
お

り
、
引
き
続
き
積
極
的
な
設
備
投

資
を
行
う
企
業
も
多
い
と
想
定
さ

れ
る
。
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税
理
士
も
認
識
し
て

い
な
い
ケ
ー
ス
も
…

　

設
備
投
資
を
予
定
し
て
い
る
中

小
企
業
へ
の
支
援
措
置
と
し
て

は
、
補
助
金
や
助
成
金
、
税
制
優

遇
、
金
融
支
援
な
ど
が
あ
る
が
、

特
に
税
制
優
遇
に
つ
い
て
は
中
小

企
業
経
営
者
が
認
識
し
て
い
な
い

こ
と
が
多
い
。
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（出所）筆者作成

　

経
営
者
の
多
く
は
顧
問
税
理
士

か
ら
適
切
な
情
報
提
供
が
あ
る
も

の
と
考
え
る
一
方
で
、
税
理
士
は

設
備
導
入
後
の
帳
簿
監
査
に
お
い

て
、
は
じ
め
て
設
備
投
資
の
有
無

を
把
握
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
で

あ
る
。

　

ま
た
制
度
自
体
が
比
較
的
新
し

く
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
税

理
士
に
十
分
浸
透
し
て
い
な
い
こ

と
も
一
因
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
法
人
の
取

引
先
を
担
当
す
る
金
融
機
関
担
当

者
が
最
低
限
押
さ
え
て
お
き
た

い
、
主
要
な
３
つ
の
税
制
（
図
表

１
）
に
つ
い
て
、
①
制
度
の
概

要
、
②
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
適
用
要

件
の
２
つ
か
ら
解
説
し
て
い
く
。

補
助
金
と
併
用
可
能
で
あ
る
点
も

含
め
て
情
報
提
供
す
る
こ
と
で
、

取
引
先
か
ら
喜
ば
れ
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
い
ず
れ
も
期
限
の
あ
る

手
続
き
で
あ
る
た
め
、
い
ち
早
く

情
報
提
供
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。

取
引
先
と
の
関
係
深
耕
を
図
る
一

助
と
し
て
役
立
て
て
ほ
し
い
。

図表１　主要な税制優遇策の概要

対象税目 法人税 固定資産税
※赤字でも効果あり

対象企業
企業規模を問わず
成長ものづくりなどの
自治体指定業種

資本金1億円以下＋
業種ごとの規模要件
（資本金・従業員）

主な対象設備 建物・構築物　他 機械装置　他 建物付属設備
機械装置・器具備品　他 機械装置　他

税制効果
20%(40%)特別償却
or 2%(4%)税額控除

※カッコ内は機械等

最大５年間2/3減免
（税率：1.4%）

必要な手続き ①県による計画承認
②国による先進性確認

①工業会の証明書の取得
②経営力向上計画の認定

①経産局にて投資計画申請
②経営力向上計画の認定 市町村の認定

手続き期限 ①着工前に県の承認
②引渡し前に国の確認

取得後60日以内に
計画を提出

①引渡し前に申請
②取得後60日以内に提出 引渡し前に計画認定

法人税

100%即時償却 or 10%※税額控除
※資本金30百万円超は7%

資本金1億円以下

固定資産税の特例
B類型A類型

中小企業経営強化税制地域未来投資
促進税制税制措置


